
＊１出典 ：環境省ダイオキシン対策室パンフレット （2012）
＊２ダイオキシン類対策特別措置法 ：平成11年７月12日制定、 同年７月16日公布、 平成12年１月15日より施行されました。
＊３コプラナーPCB （コプラナーポリ塩化ビフェニル）： ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン （PCDD） 及びポリ塩化ジベンゾフラン （PCDF） と類似した生理

作用を示す一群のＰＣＢ類です。 ダイオキシン類対策特別措置法でいうダイオキシン類に含まれます。
＊４TDI （耐容一日摂取量Tolerable DailyIntakeの略）： 人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される一日あたりの摂取

量であり、 世界保健機構 （WHO） や各国において科学的知見に基づいて設定されています。

（1） ダイオキシン類について＊１

　ダイオキシン類対策特別措置法＊２では､ダイオキシ

ン類をポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン （PCDD）、

ポリ塩化ジベンゾフラン （PCDF） 及びコプラナーポ

リ塩化ビフェニル＊３ （コプラナーPCB） の総称と定義

しています。

　ダイオキシン類は、意図的に製造する物質ではなく、

焼却の過程等で発生する副生成物です。 環境中に

広く存在していますが、その量は非常にわずかです。

　私たちは、 1日平均で体重1㎏当たり約0.85pgのダ

イオキシン類を摂取していると推定されており、 その

99％は食品経由と言われています。 この水準はダイ

オキシン類の耐容一日摂取量 （TDI＊４）（体重1㎏当

たり4pg） を下回っているため、 健康への影響はない

と考えられます。

1pg （ピコグラム） は、 1兆分の1ｇに相当します。

例えば、 東京ドームを水でいっぱいにして角砂

糖1個 （1g） を溶かしたとき、 その水1ccに含ま

れている砂糖の量がおよそ1pgです。

（2） ダイオキシン類を出さないために

　本県では、 ダイオキシン類による汚染の拡大を防

止し、 環境リスクの低減を図り、 安全な生活環境を

確保するため、 国が推進する対策等を勘案しながら

①発生源対策、 ②ごみ減量化 ・ リサイクル、 ③環境

実態調査を総合的に推進しています。

　群馬県の生活環境を保全する条例では、 野焼きや

小型焼却炉での焼却に規制を設け、 みだりに焼却を

させないよう指導しています。 また、 焼却炉等に係る

国の排出基準も平成14年12月1日から強化されてい

ます。

　現在の日本におけるダイオキシン類の排出量のうち、

特にPCDD及びPCDFについては、 その約9割が身

の回りのごみや産業廃棄物を焼却するときに出ると推

定されています。 つまり、 ダイオキシン類が発生する

原因は、 日々の生活でごみを排出する私たち一人

一人にもあるのです。

　ダイオキシン類を減らすためには､　市町村の分別

回収に協力するなど、 ごみの再利用やリサイクルな

どを推進することも大切です。

（3） 環境中のダイオキシン類調査結果

　ダイオキシン類対策特別措置法により、大気、水質、

水底の底質及び土壌の環境基準が定められていま

１　　ダイオキシン類対策

第１項　有害化学物質対策

  第４節　有害化学物質による環境リスクの低減

環境基準達成率

ダイオキシン類 大気

公共用水域 （水質）

公共用水域 （底質）

地下水質

土壌

100.0％ （22/22地点）

100.0％ （16/16地点）

100.0％ （　8/　8地点）

100.0％ （11/11地点）

100.0％ （　9/　9地点）

敷地境界基準値の達成状況

アスベスト 大気 100.0％ （　5/　5地点）
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す。

　平成24年度の県内の調査結果は表2－3－4－1のと

おりです。 すべての地点で環境基準未満でした。

（4） ダイオキシン類対策特別措置法の対象施設

　平成25年３月末日現在、 本県における本法の届出

状況は表2－3－4－2のとおりです。 大気基準適用施

設では、 全体の約9割を廃棄物焼却炉が占めていま

す。

　県では、 対象施設が適法に運用されているか確認

するため、 随時、 立入検査を実施しています。 平成

24年度は大気基準適用79施設 ・水質基準適用17施

設に立入検査を行い、 その結果、 大気基準適用12

施設、 水質基準適用5施設に対して口頭で改善指

示を行いました。

（5） 施設設置者による測定結果

　施設設置者は、 排出ガス、 排出水及び燃え殻等

のダイオキシン類による汚染状況について、 年1回

以上測定を行い、 結果を県に報告することが義務付

けられています。 平成24年度分の報告状況は表2－3

－4－2のとおりです。 未報告の施設については、 速

やかに報告するよう指導しています。 なお、 本県で

は県に報告された測定結果をウェブサイトを通して公

表しています。

（公表サイトのURL　http://www.pref.gunma.jp/cate_

list/ct00000297.html)

表2－3－4－1　平成24年度　環境中のダイオキシン類調査結果

媒体 平成24年度 （参考） 平成23年度

大気

調査地点数 （総検体数） 22 22

平均値(pg-TEQ/㎥) 0.035 0.040

濃度範囲(pg-TEQ/㎥) 0.0060～0.084 0.012～0.076

公共用水域
水質

調査地点数 （総検体数） 16 19

平均値(pg-TEQ/ℓ) 0.18 0.095

濃度範囲(pg-TEQ/ℓ) 0.025～0.89 0.016～0.29

公共用水域
底質

調査地点数 （総検体数） 8 11

平均値(pg-TEQ/ℓ) 0.90 2

濃度範囲(pg-TEQ/ℓ) 0.28～2.0 0.22～4.7

地下水質

調査地点数 （総検体数） 11 11

平均値(pg-TEQ/ℓ) 0.031 0.043

濃度範囲(pg-TEQ/ℓ) 0.015～0.092 0.014～0.11

土壌

調査地点数 （総検体数） 9 14

平均値(pg-TEQ/g) 1.1 211

濃度範囲(pg-TEQ/g) 0.0028～5.6 0.0030～2900

※ 調査の実施主体は、 群馬県、 前橋市、 高崎市、 太田市、 富岡市、 甘楽町、 玉村町、 明和町、 大泉町、 国 （国
土交通省） です。

第２部　ぐんまの環境
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表2－3－4－2　群馬県内におけるダイオキシン類対策特別措置法の特定施設 （設置者による測定結果報告状況）

Ｈ25年３月末日現在

大気基準適用施設
測定結果報告
施設数

未報告 休止中 施設数計
うち排出基準
不適合施設数

製鋼用電気炉 1 0 0 1 0

亜鉛回収施設 2 0 0 2 0

アルミニウム合金製造施設 10 3 0 13 0

廃棄物焼却炉 122 3 46 171 0

計 135 6 46 187 0

　アスベスト （石綿） は、 天然の鉱物繊維であり、

熱や摩耗に強く、 酸やアルカリにも変化しにくいとい

う特性と経済的に安価であったことから、 高度経済成

長期をピークとして建築材料や工業製品などに幅広

く大量に使用されてきました。

　しかし、 アスベストの極めて微細な繊維を吸い込む

ことにより、 人体に深刻な影響を与えることが確認さ

れたため、 現在では全面的に製造 ・ 使用等が禁止

されています。 一方で、 アスベストを原因とする健康

被害者に対する救済制度が創設されました。

　アスベストを原因とする健康被害については、 アス

ベストを吸い込んでから自覚症状等をきっかけとして

発見されるまでの期間が非常に長い （例 ：中皮腫で

は30－50年） ため、 今後も長期的な視野に立って被

害者の早期発見及び救済を図っていくことが必要で

す。

　また、 環境保全の観点からは、 今後、 アスベストを

使用した建築物の老朽化が進行し、 立て替えの時

　新築やリフォームした住宅に入居した人のシックハ

ウス症候群が問題となりました。 その原因は以下の

点が挙げられています。

・ 住宅に使用されている建材、 家具、 日用品な

どから様々な化学物質が発散

・住宅の気密性が高くなった

・ ライフスタイルが変化し換気が不足しがち

（1） 国の対応

　国はその対策として、 平成14年７月に建築基準法

を改正し、 平成15年７月に施行されました。 その内

容は、 ホルムアルデヒド＊１に関する建材、 換気設備

の規制とクロルピリホス＊１の使用禁止です。 具体的

には①内装仕上げの制限、 ②換気設備設置の義務

付け、 ③天井裏などの制限です。

　また、 全部で13種の特定の揮発性有機化合物につ

いて、 室内濃度指針値を個別に設定しています。

（2） 県の対応

　県では平成13年度からホルムアルデヒド簡易測定

器を12台購入し、県民への貸出しを行ってきましたが、

建築基準法による対策強化、 貸出件数の減少により

平成19年度に貸付業務を終了しました。 現在は 「ぐ

んま住まいの相談センター」 で、 シックハウス対策の

周知、 化学物質測定機関の紹介を行っています。

３　　アスベスト対策

２　　シックハウス対策

水質基準適用事業場
測定結果報告
事業場数

未報告 休止中 事業場数計
うち排出基準
不適合事業場数

アセチレン製造施設 1 0 0 1 0

廃棄物焼却炉の排ガス洗浄施設、
湿式集じん施設、 灰の貯留施設

6 0 1 7 0

下水道終末処理施設 3 0 1 4 0

フロン類破壊施設 1 0 1 2 0

計 11 0 3 14 0

※　上記の数は、 中核市である前橋市及び高崎市が所管する施設の数を含みます。
※　３月末日までに廃止した施設は除く

＊１ホルムアルデヒド、 クロルピリホス ： ホルムアルデヒドは、 揮発性有機化合物で建材や家具の接着剤等に、 また、 クロルピリホスは毒性の強い有機リ

ン系化合物でシロアリ駆除剤等に用いられ、 ともにシックハウス症候群の原因物質と考えられています。
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期を迎えるため、 解体時の飛散防止対策の徹底と解

体に伴って大量発生が予測されるアスベスト廃棄物

の処理能力の向上などが重要な課題となっていま

す。

　大気汚染防止法上、 アスベストは特定粉じんとして

扱われ、 これを発生する施設として9種類の施設が

届出の対象となっています。 しかし、 現時点でこれ

に該当する施設は国内に存在しません。

　また、 その他に、 アスベストを含む建築物等の解

体や補修の作業についても 「特定粉じん排出等作

業」 として、 大気汚染防止法で規制されています。

（1） 国の対応

　国は、アスベストの使用や飛散防止措置等に関して、

1970年代から労働安全衛生法や大気汚染防止法、

廃棄物処理法などの関係法令による規制を段階的

に強化し、2012年には労働安全衛生法の改正により、

アスベストの製造 ・ 使用 ・ 譲渡等を全面的に禁止し

ました。

（2） 県の対応

　県は、 関係課や地域機関において、 県民等から

のアスベストに関する相談や質問に対応するとともに、

保健予防課と各保健福祉事務所において国が創設

した健康被害者に対する救済制度の申請受付を行

っています。

　また、 アスベストの飛散を防止し、 アスベスト廃棄

物の適正な処理が行われるよう、 大気汚染防止法や

廃棄物処理法などに基づく監視 ・指導を行うとともに、

県の各分野が連携して総合的にアスベスト対策を推

進するため、「群馬県アスベスト対策連絡会議」 を設

置しています。

（3） 県内のアスベスト解体工事

　吹付け等飛散性アスベストが使用された建築物等

を解体 ・ 改造 ・ 補修する場合は、 事前に大気汚染

防止法上の届出の必要があります。 県では、 この届

出のあった全ての現場に立ち入り、 飛散防止対策が

適正に行われているかを確認しています。

　なお、 平成24年度は47件の届出がありました （政

令市である前橋市及び高崎市への届出20件分を含

む）。

（4） 大気中のアスベスト濃度

　県内の大気環境中のアスベスト調査に係る総繊維

数濃度について一般環境2地点、 飛散性アスベスト

（特定粉じん） 排出等作業現場3現場 （18地点） で

測定を行った結果、 全ての地点でアスベスト使用施

設の敷地境界基準値 （10本/ℓ）を下回っていました。

飛散性アスベスト排出等作業現場の総繊維数濃度

についても、 一般環境と同程度の濃度でした。 （表2

－3－4－3）

　食品の中には、 食物連鎖を通じて蓄積されたもの、

環境に由来して食品に残留したもの、 本来その食品

を組成するものなど様々な化学物質などが含まれる

可能性があります。

　こうした化学物質などの中には、 一定量を超えて摂

取し続けると人の健康に危害をもたらすものがあり、

これを防ぐために、 食品衛生法により様々な基準が

設けられています。

４　　食品の安全性の確保

表2－3－4－3　平成24年度　大気環境中のアスベスト調査に係る総繊維数調査結果

 　測定区分   調査地点 特定建築材料 使用面積(㎡） 測定結果（本/ℓ)

 一般環境

一般環境 前橋市上沖町
（夏期）0.81
（冬期）0.65

一般環境
（沿道）

前橋市元総社町
（夏期）0.83
（冬期）0.63

特定粉じん排出等作業

解体 ・除去 太田市内ヶ島町 吹き付け 1,651.6㎡ 0.68

解体 ・除去 邑楽町篠塚 吹き付け 794.9㎡ 0.20

解体 ・除去 渋川市渋川 吹き付け 709.2㎡ 0.75

※空気１ℓ中に繊維が何本あるかを示しており、総繊維数＞アスベスト繊維数となります。
　アスベスト繊維に係る基準は、工場内などでは空気１ℓあたり150本以下、工場の敷地境界線では空気１ℓ
　あたり10本以下と規定されています。

第２部　ぐんまの環境
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（1） 食品安全試買検査の実施

　県内で販売 ・消費されている食品を消費者 （食品

表示ウォッチャー） の視点から買い上げを行い、 そ

の食品の残留農薬や重金属等の検査を実施すること

により安全性の確認を行い、 検査結果は速やかに情

報提供しています。 平成24年度は残留農薬検査45

検体、 食品添加物検査107検体、 放射性物質検査

18検体、重金属検査など30検体の試買検査を実施し、

すべての検体で衛生食品法の基準に違反するもの

はありませんでした。

　化学物質と聞いて、 みなさんはどのような物を思い浮かべますか？学校の理科室にある化学薬品や工場で使

われている工業原料などを思い浮かべるかもしれません。 そして、 こうした物は私たちの生活にはあまり関わりが

ないと思っているのではないでしょうか。 しかし、 現代社会では化学物質なしでは生活していくことはできません。

　例えば、 私たちが身につけている衣料品。 実は、 それ自身が化学物質となっていますし、 その衣料品ができる

までに、 いくつもの化学物質が使われています。 他にも、 私たちが普段使用している水道水も、 そのほとんどが

化学物質を利用して浄化 ・殺菌したものであり、 化学物質がなければ、 きれいで安全な水にはならないのです。

　化学物質と聞くと、私達は 「危ない物」 や 「難しい物」 というイメージをどうしても先行させてしまいます。 しかし、

実際には私たちの身近にあり、 現代生活には欠かすことのできないものなのです。 もちろん、 化学物質の過剰な

使用や環境中への無秩序な排出は極力避けるべきです。 そして、 化学物質を毛嫌いしたり敬遠したりするのでは

なく、 関心を持って上手につきあっていくことが、 私達の安全を守る上でとても重要なのです。

私たちに身近な化学物質コラム

＊１特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 ：平成11年７月13日公布、 平成12年３月30日より施行されました。 「Ｐ

ＲＴＲ法」 または 「化管法」 などと略されます。

（１） ＰＲＴＲ制度の背景

　現在の私たちの生活は、 多種多様な化学物質を

利用することで成り立っています。

　しかし、 同時に多種多様な化学物質が、 人や生態

系に悪影響を及ぼすおそれがありますが、 一つ一つ

の物質に個別の基準を設けるなどして規制するには

限界があります。 そのため、 平成11年に 「特定化学

物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律」 ＊１が公布され、 ＰＲＴＲ制度が

導入されました。

（2） ＰＲＴＲ制度の目的と特徴

　ＰＲＴＲ制度の主な目的は、 ＰＲＴＲ法において、 次

の２点とされています。

● 事業者による化学物質の 「自主的な管理」

　の改善を促進する。

●環境保全上の支障を未然に防止する。

　この法律は、 従来からの手法である 「規制」 は最

低限とし、 あくまで事業者の 「自主的」 な取組によ

って化学物質による環境リスクの低減を図る点が特

徴となっています。

（3） ＰＲＴＲ制度の仕組み

　対象となる化学物質を製造又は使用等している事

業者は、 大気、 公共用水域、 土壌及び事業所内埋

立など環境中に排出した化学物質の量と廃棄物とし

て処理するために事業所外へ移動させた化学物質

の量を自ら把握し、 都道府県 （高崎市内の事業者

にあっては高崎市）を経由して国に毎年届け出ます。

　国は事業所からの届出データを整理 ・ 集計するほ

か、 届出要件に該当しない事業者や届出対象となっ

ていない家庭や農地、 自動車などから排出されてい

る対象化学物質の量を推計し、 両データを併せて公

表します。

　公表されたデータは、 次のホームページから入手

１　　ＰＲＴＲ法に基づく情報の収集 ・公開

第２項　有害化学物質の適正管理の推進
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＊１トルエン、 キシレン、 エチルベンゼン ： いずれも人や生態系に悪影響を及ぼすおそれがある物質で、 溶剤 ・洗浄剤などに用いられています。
＊２クロロピクリン ： 農薬 （殺虫剤） の成分です。 目や皮膚を刺激するほか、 のどや呼吸器を冒し、 吐き気や咳を生じます。

することができます。

[環境省]

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html

[経済産業省]

h t t p : / /www .me t i . g o . j p / p o l i c y / c h em i c a l _

management/law/index.html

（4） 排出量 ・移動量の集計結果

　平成25年２月に第11回目 （平成23年度分） の排

出量等のデータが公表されました。

ア　届出データ

　ａ　届出事業所数

　県内の届出事業所数は前年度より４件多い

794件となり、 全国の36,638件の約2.2％を占め

ています。 そのうち約４割をガソリンスタンド等の

燃料小売業が占めていました。 （全国と同傾向）

　ｂ　届出排出量 ・移動量

　県内の届出排出量は約4.2千ｔで、 全国の約

2.4％を占め、 排出量順で19番目でした。

　全国及び県内の排出量 ・移動量は、 表2－3－

4－4に示すとおりです。 大気への排出量の割合

が高く、 群馬県の場合は排出量全体の約98％

を占めています。 排出量の多い物質は、 上か

らトルエン、 キシレン、 エチルベンゼン＊１となっ

ています。

　イ　届出外 （推計） 排出量データ

　県内の届出外排出量は、 届出排出量の約1.7

倍となっています。 （表2－3－4－5）

　また、県内の届出外排出物質の上位３物質は、

クロロピクリン＊２、 トルエン、 キシレンの順となっ

ています。

　ＰＲＴＲ制度により得られたデータは県が行う化

学物質調査の基礎として活用されています。また、

リスクコミュニケーションへの活用も図っていきま

す。

表2－3－4－4　平成23年度把握分　届出による排出量及び移動量 （単位 ： ｔ/年）

表2－3－4－5　平成23年度把握分　届出外 （推計） 排出量 （単位 ： ｔ/年）

排出量 移動量 排出・移動量
合計大気 水域 土壌 埋立 合計 廃棄物 下水道 合計

全国 157,661 8,559 154 7,470 173,843 223,591 1,436 225,027 398,870

群馬県 4,060 100 0 0 4,160 3,828 80 3,909 8,069

届出排出量
届出外排出量

対象業種※１ 非対象業種 家庭 移動体※２ 合計

全国 173,843 45,574 86,680 53,485 68,967 254,706

群馬県 4,160 938 3,388 1,285 1,594 7,205

※１ 届出対象業種に属する事業者からの排出量であるが、従業員数、取扱量等の要件を満たさないため届出対
象とならないもの

※２自動車など

（5） 化学物質大気環境調査

　ＰＲＴＲ制度による届出データの集計結果に基づき、

環境への影響を調査するため、 排出量の多かった

地域で夏季及び冬季の年２回、 大気環境調査を行

いました。 調査対象は、 排出量の上位５物質 （トル

エン、 キシレン、 エチルベンゼン、 ジクロロメタン、 ト

リクロロエチレン） で、 平成24年度の調査結果 （年

２回の調査結果における平均値） は表2－3－4－6のと

おりです。

　伊勢崎市日乃出町でトリクロロエチレンが環境基準

を超過する濃度が検出されました。 発生源と考えら

れる事業者に対して指導を行い、 トリクロロエチレン

の濃度の監視を継続しています。

　その他の地点において、 環境基準又は室内濃度

指針値を超過する濃度は検出されませんでした。

第２部　ぐんまの環境
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表2－3－4－6　平成24年度化学物質大気環境調査結果 （単位 ： μg/㎥）

測定場所 トルエン キシレン エチルベンゼン ジクロロメタン トリクロロエチレン

伊勢崎市（日乃出町周辺） 8.3 2.0 2.1 8.0 3663

伊勢崎市（八斗島町周辺） 10 2.4 2.1 6.4 1.7

藤岡市（鮎川町周辺） 23 3.9 4.2 3.1 0.6

東吾妻町（川戸周辺） 16 0.6 0.5 0.7 0.3

昭和村（森下周辺） 13 0.7 0.8 0.9 0.6

大泉町（吉田周辺） 38 5.3 4.8 1.8 2.1

環境基準値 260（指針値） 870（指針値） 3800（指針値） 150 200

（注） 網掛けについては、測定場所付近に当該物質を多量に排出する発生源（工場）があります。
※ トルエン・キシレン・エチルベンゼンについては環境基準値は定められていませんが、室内濃度指針値（厚生
労働省）が定められています。

（1） リスクコミュニケーションとは

　現代社会においては、 事業活動等に伴って様々なリ

スクが発生します。 例えば、 化学物質を使用する場合、

その化学物質が環境中へ排出されることで生態系や私

たちの健康に悪影響を与える可能性 （リスク） が発生し

ます。 このようなリスクのことを特に 「環境リスク」 と言い

ます。 このリスクを地域全体で減らすためには、 住民・

事業者・行政が情報を共有し、 取組を進めることが重

要です。 このように、 様々な立場から意見交換を行い、

意思疎通と相互理解を図りながら環境リスクを減らすため

の取組を 「リスクコミュニケーション」 と言います。

独立行政法人　製品評価技術基盤機構HPより引用

（2） 県の取組

　群馬県では、 住民 ・事業者 ・行政が一体となって

環境負荷を減らすこと等を目指して、 リスクコミュニケ

ーションを推進しています。

　多くの事業者がリスクコミュニケーションについて前

向きな意見を持っているものの、 知識 ・ スキル不足

等が障害となり、 実際に実施するのが困難であると

いうのが現状です。 また、 リスクコミュニケーションに

ついて、 名前は知っているものの、 実施内容等につ

いては未だ認知度が低いのが現状です。

　県では、 平成24年度に群馬県中小企業団地中央

会が主催した環境経営セミナーにおいて、 リスクコミ

ュニケーションに関する説明を行いました。 また、 同

会のメールマガジンにおいて、 リスクコミュニケーショ

ンに関する内容を掲載しました。 リスクコミュニケーシ

ョンの実施を目指し、 今後も普及 ・ 啓発を継続して

いきます。

２　　リスクコミュニケーションの推進

信頼

提案

疑問

理解

市民・消費者 事業者

改善

きづき

回答

安心・信頼
適切な化学物質管理

リスク情報の提供

リスクを知る

リスクコミュニケーションに関する情報は、 次のホームページから入手することができます。

[群馬県] （「事業者のためのリスクコミュニケーションセミナー」 に関するHP）

 http://www.pref.gunma.jp/04/e0900060.html

［環境省］ http://www.env.go.jp/chemi/communication/

［経済産業省］ http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/risk－com/r_index2.htm

［独立行政法人　製品評価技術基盤機構］

 http://www.safe.nite.go.jp/management/risk/rc.html
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